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日
中
再
生
説
話
比
較
研
究 

―
人
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
動
物
を
中
心
と
し
て―

 

劉 

成 

竜 

A
bstract 

M
any rebirth stories have been m

ade since ancient tim
es, and even 

today, it is used in various genres such as novels and m
ovies. There 

w
ere also m

any rebirth stories in w
hich anim

als killed by hum
ans 

appealed to the lord of the underw
orld and called the person w

ho killed 

them
 to the underw

orld. In the C
hinese rebirth story, the roles played 

by anim
als are m

ainly classified into five types. O
n the other hand, 

Japanese rebirth stories are characterized by incorporating four types of 

elem
ents, "leading", "litigation", "defense", and "rew

ard", w
ith the 

them
e 

of 
"killing" 

and 
"life 

release". 
It 

can 
be 

seen 
that 

w
hile 

incorporating elem
ents of C

hinese rebirth stories, Japanese rebirth 

stories created a unique narrative pattern depending on the social 

background and the purpose of B
uddhist proselytizing. 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
日
中
再
生
説
話 

動
物 

報
恩 

   

は
じ
め
に 

 

人
間
の
再
生
を
題
材
と
す
る
話
は
古
来
、
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
今
日
に

至
っ
て
も
小
説
や
映
画
な
ど
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
極
め
て
自
然
な
形

で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
中
国
で
六
朝
・
唐
の
時
代
に
成
立
し
た

古
小
説
集
、
及
び
日
本
の
中
古
・
中
世
を
代
表
す
る
説
話
集
の
中
に
は
、
登

場
人
物
が
息
絶
え
た
際
に
冥
界
の
役
人
が
現
れ
、
役
人
に
導
か
れ
て
冥
界
に

赴
く
も
の
の
、
種
々
の
理
由
で
再
生
を
許
さ
れ
、
現
世
に
帰
還
す
る
、
と
い

う
話
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
人
間
に
殺
害
さ
れ
た
動
物
が

冥
界
の
主
事
者
に
訴
え
、
殺
さ
れ
た
動
物
と
殺
し
た
人
間
と
が
冥
界
で
相
ま

み
え
る
、
と
い
う
再
生
説
話
も
多
数
存
在
し
、
さ
ら
に
は
再
生
を
果
た
す
人

間
の
死
生
に
対
し
て
、
動
物
が
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
話
も
複
数

見
て
取
れ
た
。 

そ
も
そ
も
日
中
に
お
い
て
、
動
物
の
登
場
す
る
話
は
再
生
説
話
に
限
ら
な

け
れ
ば
非
常
に
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。
中
国
で
は
地
理
や
動
植
物
、
空

想
上
の
妖
怪
や
神
な
ど
を
記
述
し
た
『
山
海
経
』
に
多
く
の
不
思
議
な
動
物

が
描
か
れ
て
お
り(

1)

、
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
魏
晋
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、

志
怪
小
説
の
流
行
と
と
も
に
、
動
物
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
話
が
記
録
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た(

2)

。
ま
た
日
本
で
は
、『
日
本
書
紀
』
や
『
丹
後
国
風
土
記
』

に
お
い
て
、
動
物
で
あ
る
亀
が
女
に
化
け
て
、
主
人
公
の
浦
島
子
と
一
緒
に

別
世
界
に
行
く
と
い
う
「
浦
島
子
」
の
伝
説
が
見
ら
れ
る(

3)

。
こ
の
よ
う
に
、

日
中
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
、
動
物
は
時
に
怪
異
現
象
を
起
こ
し
た
り
、
ま
た

時
に
人
へ
の
恩
返
し
を
す
る
な
ど
、
人
と
の
関
わ
り
が
深
い
存
在
と
し
て
記
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述
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
再
生

説
話
に
お
い
て
人
の
死
亡
前
後
、
と
り
わ
け
冥
界
描
写
の
中
に
登
場
す
る
動

物
に
焦
点
を
あ
て
て
、
人
間
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
つ
つ
、
人
間
の
死
生
に

対
し
て
こ
れ
ら
の
動
物
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
考
察

し
、
さ
ら
に
日
中
の
再
生
説
話
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
異
同
の
様
相
を

論
じ
る
こ
と
と
す
る
。 

再
生
説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
の
存
在
に
着
目
し
、
日
中
で
の
比
較
を
行
っ

た
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
再
生
説
話
に
お
け
る

動
物
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
日
中
再
生
説
話
の
全
容
解
明
に
お

い
て
も
、
少
な
か
ら
ず
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
考
察

対
象
と
し
て
、『
太
平
広
記
』
及
び
六
朝
・
唐
の
各
種
古
小
説
集
、
な
ら
び
に

日
本
の
中
古
・
中
世
を
代
表
す
る
説
話
集
と
い
え
る
『
日
本
霊
異
記
』
・
『
今

昔
物
語
集
』
・
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
収
め
ら
れ
た
再
生
説
話
を
中
心
に
分
析

を
行
う(

4)

。 

な
お
、
本
稿
で
は
主
に
、
再
生
説
話
中
に
登
場
す
る
動
物
が
、
人
間
と
関

わ
り
を
持
つ
中
で
、
そ
の
人
物
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
視
点
か

ら
考
察
を
進
め
る
た
め
、
再
生
説
話
の
範
疇
に
属
さ
な
い
話
や
、
再
生
説
話

で
あ
っ
て
も
、
移
動
手
段
と
し
て
の
動
物
や
、
人
間
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ

な
い
動
物
、
ま
た
人
間
の
死
生
に
は
関
与
せ
ず
、
再
生
し
た
人
間
に
対
し
て

自
ら
の
救
助
を
求
め
る
動
物
に
関
す
る
話
は
、
い
ず
れ
も
除
外
す
る(

5)

。 

 

一 

中
国
の
再
生
説
話
に
お
け
る
動
物 

 

１ 

要
求 

 

再
生
説
話
の
中
で
、
人
間
の
死
生
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
動
物
は
、

そ
の
出
現
に
際
し
て
基
本
的
に
何
ら
か
の
目
的
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
動
物
の
出
現
目
的
を
五
種
類
に
大
別
し
、
項
目
ご
と
に
見
て
い
く

こ
と
と
す
る
。
は
じ
め
に
、「
要
求
」
と
い
う
目
的
を
取
り
挙
げ
た
い
。
再
生

説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
の
要
求
は
、
そ
の
内
容
に
特
徴
が
あ
り
、
自
身
の
失

っ
た
身
体
の
一
部
に
つ
い
て
、
返
還
を
求
め
る
話
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

中
国
の
再
生
説
話
で
は
二
例
看
取
さ
れ
、「
姜
略
」
と
い
う
話
に
は
次
の
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

 

①
「
姜
略
」
（
『
太
平
廣
記
』
卷
第
一
百
三
十
二 

出
『
冥
報
記
』
） 

隋
鷹
揚
郞
將
天
水
姜
略
、
少
好
畋
獵
、
善
放
鷹
犬
。
後
遇
病
、
見
群
鳥

千
數
、
皆
無
頭
。
圍
繞
略
牀
、
叫
鳴
曰
、「
急
還
我
頭
來
。
」
略
輒
頭
痛

氣
絕
。
久
而
後
蘇
。 

（
隋
の
鷹
揚
郎
将
天
水
の
姜
略
、
少
き
と
き
畋
猟
を
好
み
、
善
く
鷹
犬

を
放
つ
。
後
に
病
に
遇
ひ
、
群
鳥
千
数
の
、
皆
頭
無
き
を
見
る
。
略
の

牀
を
囲
繞
し
、
叫
び
鳴
き
て
曰
く
、
「
急
ぎ
我
が
頭
を
還
し
来
た
れ
。
」

と
。
略
輒
ち
頭
痛
み
気
絶
す
。
久
し
く
し
て
後
に
蘇
る
。
） 

  

こ
れ
は
、
若
い
時
に
鷹
と
犬
を
巧
み
に
操
っ
て
狩
り
を
し
た
姜
略
と
い
う

人
が
、
病
を
患
っ
た
際
に
、
千
羽
以
上
の
頭
の
な
い
鳥
か
ら
頭
の
返
還
を
要

求
さ
れ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
生
前
し
ば
し
ば
狩
り
を
行
い
多
数
の
鳥
を
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殺
し
た
結
果
、
一
時
的
に
呼
吸
が
止
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
殺
生
に
よ
る
因

果
応
報
の
恐
ろ
し
さ
を
示
す
一
例
と
言
え
る
。
頭
の
無
い
鳥
が
枕
元
に
現
れ

る
と
い
う
極
め
て
不
気
味
な
描
写
は
、
人
間
の
死
の
予
兆
と
も
言
う
こ
と
が

で
き
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
要
求
」
に
分
類
さ
れ
る
動
物
は
、
人
間
に
対
し

て
死
を
も
た
ら
す
と
い
う
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
点
に
、
大
き
な
特
徴
が
見

ら
れ
る
。
死
を
も
た
ら
す
以
上
、
動
物
は
当
然
生
き
て
い
る
人
間
の
前
に
現

れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
生
き
て
い
る
人
間
の
前
に
動
物
が
現
れ
る
再
生
説
話

は
、「
要
求
」
を
目
的
と
す
る
も
の
に
の
み
見
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
目
的
だ
と
、

人
間
の
死
後
の
世
界
、
即
ち
冥
界
の
中
に
動
物
は
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以

下
、
冥
界
に
現
れ
る
動
物
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
。 

 

２ 

訴
訟 

 

冥
界
に
現
れ
た
動
物
が
、
自
分
を
不
当
に
殺
害
し
た
人
間
に
対
し
て
直
接

的
に
、
或
い
は
冥
界
の
主
事
者
を
通
じ
て
間
接
的
に
訴
え
を
起
こ
す
、
と
い

う
話
が
再
生
説
話
に
は
比
較
的
多
く
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
話
に
お
け
る
動

物
の
目
的
を
「
訴
訟
」
と
名
づ
け
て
分
類
し
た
と
こ
ろ
、
中
国
の
再
生
説
話

に
八
例
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
例
え
ば
、「
霍
有
鄰
」
と
い
う
話
で
は
、
次
の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

②
「
霍
有
鄰
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
第
三
百
八
十
一 

出
『
廣
異
記
』
） 

有
鄰
隨
吏
見
王
。
王
云
、「
有
訴
君
云
、
不
待
殺
了
、
生
取
其
腎
。
何
至

如
是
耶
。
」
有
鄰
對
曰
、「
此
是
段
使
君
殺
羊
。
初
不
由
己
。
」
王
令
取

崇
簡
食
料
、
爲
閱
畢
、
謂
羊
曰
、「
汝
實
合
供
段
使
君
食
。
何
得
妄
訴
霍

少
府
。
」
驅
之
使
出
。 

（
有
鄰
吏
に
随
ひ
て
王
に
見
ゆ
。
王
云
ふ
、「
君
を
訴
ふ
る
有
り
て
云
ふ

に
、
殺
し
了
は
る
を
待
た
ず
、
生
き
な
が
ら
其
の
腎
を
取
る
と
。
何
ぞ

是
く
の
如
き
に
至
る
や
。
」
と
。
有
鄰
対
へ
て
曰
く
、
「
此
れ
は
是
れ
段

使
君
の
羊
を
殺
す
な
り
。
初
め
よ
り
己
に
由
ら
ず
。
」
と
。
王
崇
簡
の
食

料
を
取
ら
し
め
、
閲
を
為
し
畢
は
り
、
羊
に
謂
ひ
て
曰
く
、「
汝
実
に
合

に
段
使
君
の
食
に
供
せ
ら
る
べ
し
。
何
ぞ
妄
り
に
霍
少
府
を
訴
ふ
る
を

得
ん
」
と
。
之
を
駆
り
て
出
で
し
む
。
） 

 

こ
れ
は
、
霍
有
鄰
と
い
う
人
物
が
、
生
き
た
ま
ま
羊
の
腎
臓
を
取
り
出
し

た
こ
と
に
よ
り
、
冥
界
で
羊
か
ら
訴
え
ら
れ
る
話
で
あ
る
。
霍
有
鄰
は
、
上

司
の
段
崇
簡
に
急
か
さ
れ
て
腎
臓
を
取
り
出
し
た
の
だ
と
弁
明
し
、
冥
界
の

王
が
崇
簡
の
食
事
内
容
を
確
認
し
た
結
果
、
霍
有
鄰
は
無
実
と
証
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
話
に
見
ら
れ
る
王
の
よ
う
に
、
司
法
権
を
持
つ
官
僚
組

織
が
冥
界
に
存
在
し
た
形
跡
は
、
後
漢
の
時
代
に
は
既
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
前
野
直
彬
氏
は
『
中
国
小
説
史
考
』
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る(

6)

。 

 
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
後
漢
の
時
代
の
人
々
は
、
す

で
に
陽
世
の
官
界
の
組
織
を
冥
界
に
も
あ
て
は
め
て
考
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
し
か
も
冥
界
の
官
吏
た
ち
の
持
つ
一
般
的
な
性
格
に
つ
い

て
ま
で
、
陽
世
の
そ
れ
が
あ
て
は
め
ら
れ
る
。 
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こ
の
よ
う
に
、
現
世
と
同
じ
仕
組
み
を
用
い
て
冥
界
で
の
紛
争
を
決
着
さ

せ
る
、
と
い
う
発
想
は
非
常
に
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ

こ
に
挙
げ
た
「
霍
有
鄰
」
の
話
も
、
こ
う
し
た
話
型
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
動
物
が
訴
訟
を
起
こ
す
こ
れ
ら
の
話
に
お
い
て

は
、
訴
訟
の
舞
台
が
冥
界
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
間
は
必
ず
一
度
死
亡
す
る

こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、「
訴
訟
」
と
い
う
目
的
に
分
類
さ
れ
る
動
物
は
、「
要

求
」
に
見
ら
れ
た
動
物
と
同
様
、
人
間
に
対
し
て
死
を
も
た
ら
す
と
い
う
関

与
の
在
り
方
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。 

 

３ 

復
讐 

 

右
に
見
た
、「
訴
訟
」
を
目
的
と
す
る
話
で
は
、
訴
え
を
起
こ
す
と
い
う
一

定
の
手
続
き
が
踏
ま
れ
て
い
た
一
方
、
こ
う
し
た
手
続
き
を
何
ら
経
る
こ
と

な
く
、
殺
害
さ
れ
た
動
物
が
人
間
に
対
し
て
仕
返
し
を
行
う
話
も
存
在
す
る
。

動
物
の
具
体
的
な
行
動
と
し
て
は
、
噛
ん
だ
り
刀
で
刺
し
た
り
等
、
様
々
で

あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
五
例
看
取
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
「
復
讐
」
と
呼
ぶ
こ
と

と
し
、
「
方
山
開
」
と
い
う
話
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。 

 

③
「
方
山
開
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
第
百
三
十
二 

出
『
法
苑
珠
林
』(

7)

） 

 
 

唐
曹
州
武
城
人
方
山
開
、
少
善
弓
矢
。
尤
好
遊
獵
、
以
之
爲
業
、
所
殺

無
數
。
貞
觀
十
一
年
死
、
經
一
宿
蘇
、
云
、「
…
上
欲
至
頂
、
忽
有
一
大

白
鷹
、
鐵
爲
觜
爪
、
飛
來
、
攫
山
開
左
頰
而
去
。
又
有
一
黑
鷹
、
亦
鐵

觜
爪
、
攫
其
右
肩
而
去
。
…
。
」 

 
 

（
唐
の
曹
州
武
城
の
人
方
山
開
、
少
く
し
て
弓
矢
を
善
く
す
。
尤
も
遊

猟
を
好
み
、
之
を
以
て
業
と
為
し
、
殺
す
所
は
無
数
な
り
。
貞
観
十
一

年
に
死
す
る
も
、
一
宿
を
経
て
蘇
り
、
云
ふ
、「
…
上
り
て
頂
に
至
ら
ん

と
欲
す
る
に
、
忽
ち
一
の
大
な
る
白
鷹
有
り
、
鉄
も
て
觜
爪
と
為
し
、

飛
び
来
た
り
、
山
開
の
左
の
頬
を
攫
み
て
去
る
。
又
一
の
黒
鷹
有
り
、

亦
た
鉄
の
觜
爪
に
し
て
、
其
の
右
の
肩
を
攫
み
て
去
る
。
…
。
」
と
。
） 

 

若
い
頃
か
ら
狩
猟
を
好
み
、
多
数
の
生
き
物
を
殺
し
て
き
た
方
山
開
が
、

死
後
に
冥
界
で
鷹
の
襲
撃
を
受
け
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
殺

さ
れ
た
動
物
が
冥
界
の
王
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
動
物
自
ら
が
直
接
復
讐
を

果
た
し
て
い
る
点
、
先
の
②
の
話
と
異
な
っ
て
い
る
。
本
話
は
出
典
が
『
法

苑
珠
林
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
殺
生
と
い
う
悪
事
に
対
し
て
報
い
を
説
く
、

い
わ
ゆ
る
因
果
応
報
の
思
想
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。 

 

４ 

弁
護 

 

こ
こ
ま
で
の
話
に
見
ら
れ
た
動
物
は
、
人
間
に
死
を
も
た
ら
し
て
冥
界
へ

と
導
い
た
り
、
ま
た
冥
界
で
人
間
に
復
讐
す
る
目
的
か
ら
危
害
を
加
え
た
り

す
る
な
ど
、
い
わ
ば
人
間
と
敵
対
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
反
対
に
、

動
物
が
冥
界
に
お
い
て
人
間
を
救
済
す
る
再
生
説
話
も
存
在
し
て
お
り
、
冥

界
で
の
裁
判
に
際
し
て
人
間
の
無
罪
を
主
張
し
て
弁
護
側
に
回
る
動
物
も
、
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僅
か
一
例
で
は
あ
る
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
動
物
の
目
的
を
「
弁

護
」
と
称
し
、
以
下
に
「
裴
齢
」
と
い
う
話
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

④
「
裴
齡
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
第
三
百
八
十
一 

出
『
廣
異
記
』
） 

驢
便
前
云
、
「
實
爲
市
吏
所
殺
、
將
肉
賣
與
行
人
。
不
關
裴
少
府
事
。
」

市
吏
欲
言
、
其
他
羊
豕
等
、
各
如
所
執
。
王
言
、「
此
人
尙
有
數
政
官
錄
、

不
可
久
留
、
宜
速
放
去
。
若
更
遲
延
、
恐
形
骸
隳
壞
。
」 

（
驢
便
ち
前
み
て
云
ふ
、「
実
に
市
吏
の
殺
す
所
と
為
り
、
肉
を
将
て
売

り
て
行
人
に
与
ふ
。
裴
少
府
に
関
は
ら
ざ
る
事
な
り
。
」
と
。
市
吏
言
は

ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
他
の
羊
豕
等
、
各
お
の
執
る
所
あ
る
が
如
し
。

王
言
ふ
、「
此
の
人
尚
ほ
数
政
官
の
録
有
り
、
久
し
く
留
ま
る
べ
か
ら
ず
、

宜
し
く
速
や
か
に
放
ち
て
去
ら
し
む
べ
し
。
若
し
更
に
遅
延
せ
ば
、
恐

ら
く
形
骸
隳
壊
す
。
」
と
。
） 

  

裴
齢
と
い
う
人
物
は
、
動
物
を
殺
生
し
た
罪
に
問
わ
れ
、
冥
界
の
王
の
前

に
引
き
出
さ
れ
る
が
、
そ
こ
へ
現
れ
た
驢
馬
な
ど
の
動
物
が
、
殺
生
し
た
の

は
市
場
の
役
人
で
あ
る
と
証
言
し
た
こ
と
で
、
裴
齢
は
釈
放
さ
れ
る
。
こ
こ

に
登
場
す
る
驢
馬
や
羊
、
豚
と
い
っ
た
動
物
は
、
殺
生
の
被
害
者
で
あ
り
、

被
害
者
自
身
に
よ
る
証
言
は
、
判
決
を
下
す
際
の
極
め
て
重
要
な
判
断
材
料

と
な
る
。
被
害
者
で
あ
る
動
物
を
証
言
台
に
立
た
せ
る
描
写
に
は
、
冥
界
に

お
け
る
裁
判
の
合
理
性
を
示
す
側
面
が
認
め
ら
れ
、
冥
界
で
の
裁
判
が
決
し

て
で
た
ら
め
で
な
い
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
話
に
見
ら

れ
る
動
物
た
ち
は
、
殺
生
の
罪
を
犯
し
た
真
犯
人
が
市
場
の
役
人
で
あ
る
と

証
言
す
る
こ
と
で
、
裴
齢
を
弁
護
し
、
最
終
的
に
は
裴
齢
を
救
済
し
て
生
き

返
ら
せ
て
い
る
。
冥
界
の
裁
判
が
一
定
の
合
理
性
を
有
し
、
丁
寧
な
審
理
が

な
さ
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
こ
そ
、
動
物
の
弁
護
が
有
効
に
機
能
す
る

と
い
う
点
は
、
極
め
て
興
味
深
い
と
言
え
よ
う
。 

 

５ 

報
恩 

 

先
に
見
た
「
弁
護
」
は
、
結
果
的
に
動
物
が
人
間
を
救
済
す
る
、
と
い
う

側
面
を
有
し
て
い
た
も
の
の
、
よ
り
積
極
的
に
動
物
が
人
間
を
救
う
再
生
説

話
も
存
在
し
て
い
る
。
人
間
に
飼
わ
れ
て
い
た
動
物
と
飼
い
主
と
が
冥
界
で

再
会
し
、
生
前
の
恩
に
報
い
る
目
的
で
動
物
が
飼
い
主
の
再
生
に
尽
力
す
る
、

と
い
う
話
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
用
例
数
は
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

「
報
恩
」
と
名
づ
け
、
以
下
に
「
盧
頊
表
姨
」
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

⑤
「
盧
頊
表
姨
」
（
『
太
平
廣
記
』 

卷
第
三
百
八
十
六 

出
『
玄
怪
錄
』
） 

洺
州
刺
史
盧
頊
表
姨
常
畜
一
猧
子
、
名
花
子
、
每
加
念
焉
。
一
旦
而
失
、

爲
人
所
斃
。
後
數
月
、
盧
氏
忽
死
。
…
麗
人
曰
、「
某
卽
花
子
也
。
平
生

蒙
不
以
獸
畜
之
賤
、
常
加
育
養
。
某
今
爲
李
判
官
別
室
。
昨
所
囑
夫
人

者
、
卽
某
也
。
冥
司
不
廣
其
請
、
只
加
一
紀
。
某
潛
以
改
十
二
年
爲
二

十
、
以
報
存
育
之
恩
。
」 

（
洺
州
刺
史
盧
頊
の
表
姨
常
て
一
の
猧
子
を
畜
ひ
、
花
子
と
名
づ
け
、

毎
に
念
を
加
ふ
。
一
旦
に
し
て
失
ひ
、
人
の
斃
す
所
と
為
る
。
後
数
月

に
、
盧
氏
忽
ち
死
す
。
…
麗
人
曰
く
、「
某
は
即
ち
花
子
な
り
。
平
生
獣
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畜
の
賤
し
き
を
以
て
せ
ず
、
常
に
育
養
を
加
ふ
る
を
蒙
る
。
某
は
今
李

判
官
の
別
室
と
為
る
。
昨
夫
人
を
囑
す
る
所
の
者
は
、
即
ち
某
な
り
。

冥
司
其
の
請
を
広
め
ず
、
只
だ
一
紀
を
加
ふ
る
の
み
。
某
潜
か
に
十
二

年
を
改
め
て
二
十
と
為
さ
ん
こ
と
を
以
ひ
、
以
て
存
育
の
恩
に
報
い
ん

と
す
。
」
と
。
） 

  盧
頊
の
叔
母
の
飼
っ
て
い
た
子
犬
が
人
に
殺
さ
れ
、
叔
母
自
身
も
数
ヶ
月

後
に
亡
く
な
る
が
、
子
犬
の
生
ま
れ
変
わ
り
の
麗
人
と
叔
母
が
冥
界
で
再
会

し
、
麗
人
の
報
恩
に
よ
っ
て
叔
母
が
更
に
二
十
年
の
寿
命
を
得
る
、
と
い
う

話
で
あ
る
。
こ
の
話
に
お
い
て
、
報
恩
を
行
う
主
体
が
、
生
前
は
子
犬
で
あ

り
な
が
ら
、
死
後
に
は
麗
人
へ
と
変
化
し
て
い
る
点
、
大
い
に
注
目
に
値
す

る
。
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
①
か
ら
④
ま
で
の
話
を
含
め
て
、
動
物
が
人
間

の
死
生
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
再
生
説
話
に
お
い
て
、
動
物
の
冥
界
に

お
け
る
姿
は
、
あ
く
ま
で
も
動
物
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た
⑤
「
盧

頊
表
姨
」
の
話
の
み
、
動
物
が
冥
界
で
人
間
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

そ
し
て
中
国
の
再
生
説
話
に
お
い
て
は
一
例
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
報
恩
」

を
目
的
と
す
る
話
が
、
日
本
の
再
生
説
話
で
は
三
例
看
取
さ
れ
、
三
例
と
も

に
生
前
は
動
物
で
あ
っ
た
も
の
が
、
冥
界
で
は
姿
を
変
え
て
出
現
し
て
い
る
。

日
本
の
再
生
説
話
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ

で
は
本
項
の
ま
と
め
と
し
て
、「
中
国
の
再
生
説
話
に
お
い
て
人
間
の
死
生
に

影
響
を
及
ぼ
す
動
物
一
覧
表
」
を
挙
げ
、
さ
ら
に
比
較
の
便
宜
を
図
る
た
め
、

引
き
続
き
「
日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
人
間
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
動

物
一
覧
表
」
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。 
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盧
頊
表
姨 

裴
齡 

鄧
成 

薛
濤 

李
知
禮 

方
山
開 

屠
人 

崔
紹 

六
合
縣
丞 

趙
文
若 

霍
有
鄰 

杜
鵬
擧 

劉
知
元 

席
豫 

王
翰 

姜
略 

李
大
安 

 

話
名 

表
一 

中
国
の
再
生
説
話
に
お
い
て
人
間
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
動
物
一
覧
表
（
筆
者
作
成
） 

玄
怪
錄 

廣
異
記 

廣
異
記 

廣
異
記 

冥
報
記 

法
苑
珠
林 

廣
古
今
五
行
記 

玄
怪
錄 

廣
異
記 

冥
祥
記 

廣
異
記 

處
士
蕭
時
和
作
傳 

朝
野
僉
載 

廣
異
記 

酉
陽
雜
俎 

冥
報
記 

冥
報
記 

出
典 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
六 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
三
二 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
三
二 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
三
二 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
五 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
八
一 

『
太
平
廣
記
』
卷
三
〇
〇 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
三
二 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
一
五 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
〇
八 

『
太
平
廣
記
』
卷
一
三
二 

 

『
太
平
廣
記
』
卷
九
九 

掲
載
箇
所 

洺
州
刺
史
盧
頊
表
姨
常
畜
一
猧
子
、
名
花
子
。 

有
驢
羊
鷄
豕
數
十
輩
。 

 

唯
一
驢
頻
來
蹋
成
。
一
狗
嚙
其
衣
不
肯
去
。 

見
雉
兔
等
遍
滿
數
頃
。 

 

曾
射
殺
一
雌
犬
。 

忽
有
一
大
白
鷹
。
…
又
有
一
黑
鷹
。 

乃
被
衆
羊
懸
之
。 

皆
人
身
而
猫
首
。 

爲
數
羊
相
訟
。 

乃
有
衆
多
猪
羊
鷄
鴨
之
屬
。 

謂
羊
曰
。 

有
一
馬
、
半
身
兩
足
。 

見
一
水
犢
白
額
。
…
又
見
猪
羊
驢
等
。 

王
謂
羊
曰
。 

有
冤
牛
一
頭
。
…
狗
亦
訴
爾
。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

見
群
鳥
千
數
、
皆
無
頭
。 

形
似
猪
肉
。 

動
物
の
種
類 

報
恩 

弁
護 

  

復
讐 

復
讐 

 

復
讐 

復
讐 

復
讐 

訴
訟 

 

訴
訟 

訴
訟 

 

訴
訟 

 

訴
訟 

 

訴
訟 

 

訴
訟 

訴
訟 

 

要
求 

 

要
求 

 

目
的 

某
卽
花
子
也
。
…
以
報
存
育
之
恩
。 

驢
便
前
云
、
「
…
不
關
裴
少
府
事
。
」 

 

尋
有
畜
生
數
十
頭
來
噬
成
。 

皆
飛
走
逼
濤
。 

此
犬
直
向
前
囓
其
面
。 

攫
山
開
左
頰
而
去
。
…
攫
其
右
肩
而
去
。 

一
羊
持
刀
刺
頸
。 

三
冤
家
號
泣
不
已
、
稱
崔
紹
非
理
相
害
。 

汝
自
負
刺
史
命
、
何
得
更
訟
縣
丞
。 

競
來
從
文
若
債
命
。 

 

何
得
妄
訴
霍
少
府
。 

往
爲
杜
鵬
擧
殺
、
今
請
理
冤
。 

皆
領
子
來
訴
。 

殺
生
有
道
、
何
故
生
取
其
肝
。 

有
冤
牛
一
頭
、
訴
爾
燒
畬
。
…
狗
亦
訴
爾
。 

急
還
我
頭
來
。 

急
還
我
猪
肉
。 

目
的
の
根
拠
と
な
る
記
述 
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『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
第
二
十
六
語 

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
十
六
縁 

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁 

出
典 

表
二 

日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
人
間
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
動
物
一
覧
表
（
筆
者
作
成
） 

大
ナ
ル
亀
ノ
身
ト
シ
テ
有
リ
シ
。 

十
人
の
法
師
優
婆
塞
は
、
汝
が
贖
ひ

放
て
り
し
蠣
十
貝
な
り
。 

①
七
人
の
非
人
有
り
。
牛
頭
人
身
な

り
。 

  
②
我
れ
等
是
れ
汝
の
買
ひ
て
放
ち

し
生
な
り
。 動

物
の
種
類 

報
恩 

報
恩 

①
ａ
復
讐 

①
ｂ
訴
訟 

   

②
ａ
証
人 

 

②
ｂ
報
恩 

 

目
的 

亀
ヲ
買
取
テ
命
ヲ
助
ケ
テ
、
江
ノ
中
ニ
放

テ
キ
。 

汝
が
贖
ひ
放
て
り
し
蠣
十
貝
な
り
。
…
法

師
優
婆
塞
吾
れ
を
将
て
還
り
、
纔
見
れ
ば

す
な
は
ち
蘇
る
。 

①
ａ 

我
が
髪
に
縄
を
繋
け
て
捉
へ
て

衛
み
往
く
。
…
問
ひ
て
い
は
く
「
是
れ
何

の
宮
ぞ
」
と
い
へ
ば
、
非
人
悪
し
き
眼
を

も
ち
て
睚
眦
み
て
逼
め
て
言
は
く
「
急
に

往
け
」
と
い
ふ
。 

①
ｂ 

王
問
ひ
て
言
は
く
「
斯
れ
は
是
れ

汝
を
殺
せ
し
讎
か
」
と
の
た
ま
ふ
。
答
へ

て
曰
さ
く
「
当
に
是
れ
な
り
」
と
ま
う
す
。 

②
ａ 

此
の
人
の
咎
に
あ
ら
ず
。 

②
ｂ 

彼
の
恩
を
忘
れ
ず
。
故
に
今
報
ゆ

ら
く
の
み
。 

 

目
的
の
根
拠
と
な
る
記
述 

 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
第
十
七
語

に
も
同
話 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
第
十
五
語

に
も
同
話 

注 
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二 

日
本
の
再
生
説
話
に
お
け
る
動
物
及
び
中
国
と
の
差
異 

 

１ 

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
に
お
け
る
動
物
の
複
数
要
素 

 

中
国
の
再
生
説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
は
、
人
間
の
死
生
に
影
響
を
及
ぼ
す

に
際
し
て
、
基
本
的
に
は
一
つ
の
目
的
の
み
を
持
っ
て
出
現
し
て
お
り
、「
動

物
の
種
類
」
と
「
目
的
」
と
が
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
表

一
に
ま
と
め
た
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
動
物
は
、
中
国
の
再
生

説
話
の
場
合
、
先
に
挙
げ
た
②
「
霍
有
鄰
」
の
よ
う
に
、
羊
が
一
匹
で
出
現

す
る
こ
と
の
あ
る
一
方
、
④
「
裴
齢
」
の
よ
う
に
、
驢
の
他
に
羊
や
豕
な
ど

複
数
で
出
現
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
複
数
の
動
物
が
出
現
す
る
話

で
あ
っ
て
も
、
動
物
の
出
現
目
的
は
、
「
裴
齢
」
の
話
に
お
い
て
は
「
弁
護
」

の
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
目
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
観

点
か
ら
日
本
の
再
生
説
話
を
見
る
と
、
一
種
類
の
動
物
が
複
数
の
目
的
を
果

た
そ
う
と
し
て
出
現
し
て
い
た
り
、
或
い
は
複
数
の
動
物
が
出
現
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
別
々
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
す
る
話
の
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
金
持
ち
の
男

に
殺
生
さ
れ
た
七
頭
の
牛
が
「
復
讐
」
と
「
訴
訟
」
と
い
う
二
種
類
の
目
的

を
持
っ
て
出
現
す
る
一
方
、
同
じ
男
か
ら
放
生
さ
れ
た
生
き
物
も
、
「
弁
護
」

と
「
報
恩
」
と
い
う
二
種
類
の
目
的
を
持
っ
て
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
七

頭
の
牛
が
冥
界
の
使
者
と
し
て
出
現
す
る
場
面
を
確
認
す
る
。 

 

⑥
「
漢
神
の
祟
に
依
り
牛
を
殺
し
て
祭
り
ま
た
生
を
放
つ
善
を
修
ひ
て
現
に

善
と
悪
と
の
報
を
得
る
縁
」
（
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
） 

た
だ
九
日
を
歴
て
還
蘇
り
て
語
り
て
い
は
く
「
七
人
の
非
人
有
り
。
牛

頭
人
身
な
り
。
我
が
髪
に
縄
を
繋
け
て
捉
へ
て
衛
み
往
く
。
前
の
路
を

見
れ
ば
、
楼
閣
の
宮
有
り
。
問
ひ
て
い
は
く
「
是
れ
何
の
宮
ぞ
」
と
い

へ
ば
、
非
人
悪
し
き
眼
を
も
ち
て
睚
眦
み
て
逼
め
て
言
は
く
「
急
に
往

け
」
と
い
ふ
。
…
」 

 

七
人
の
牛
頭
人
身
の
者
が
、
死
者
の
髪
を
縄
で
つ
な
い
で
冥
界
に
連
行
す

る
場
面
で
あ
り
、
死
者
が
道
中
で
見
か
け
た
宮
殿
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
牛

頭
人
身
の
者
は
に
ら
み
つ
け
た
上
で
、
早
く
行
く
よ
う
に
促
し
て
い
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
牛
頭
人
身
の
者
は
、
中
国
の
再
生
説
話
に
お
い
て
も
、
冥
界

の
案
内
者
や
処
刑
の
執
行
者
と
し
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の

の
、
人
間
の
死
生
に
は
直
接
関
与
す
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
⑥
の
話
に

見
ら
れ
る
牛
頭
人
身
の
者
は
、
死
者
に
対
し
て
強
い
憎
し
み
を
有
し
て
い
る

こ
と
が
読
み
取
れ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
本
話
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
七

年
を
限
り
て
年
ご
と
に
殺
し
祀
る
に
一
の
牛
を
以
ち
て
す
。
合
せ
て
七
頭
を

殺
し
、
七
年
に
祭
り
畢
る
。
」
と
、
神
を
祭
る
た
め
に
七
頭
の
牛
を
殺
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
新
日
本
古
典
文
学

大
系
『
日
本
霊
異
記
』
で
は
、「
牛
頭
人
身
」
の
脚
注
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る(

8)

。 
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地
獄
の
獄
卒
。
「
牛
頭
人
手
、
両
脚
牛
蹄
」
（
五
苦
章
句
経
）
。
殺
生

の
罪
と
か
か
わ
っ
て
説
話
中
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、

冥
報
記
・
下
・
周
武
帝
。
本
説
話
で
は
牛
頭
人
身
の
非
人
は
獄
卒
で
あ

る
と
と
も
に
、
主
人
公
に
殺
さ
れ
て
食
わ
れ
た
牛
で
で
も
あ
る
。
牛
を

苦
し
め
牛
を
食
っ
た
が
ゆ
え
に
牛
頭
の
獄
卒
に
苛
（

さ
いな

）
ま
れ
る
の
だ
、

と
す
る
論
理
は
、
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
地
蔵
菩
薩
発
心
因
縁
十
王
経
に

み
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
生
前
に
牛
に
危
害
を
加
え
た
因
果
に
よ
っ
て
、
死
後
に
牛

か
ら
復
讐
さ
れ
る
と
い
う
発
想
は
、
日
本
で
あ
る
程
度
定
着
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。 

な
お
、
神
を
祭
る
目
的
で
牛
を
殺
す
、
と
い
う
風
習
は
中
国
に
始
ま
り
、

や
が
て
日
本
に
も
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る(

9)

。
そ
し
て
、
本
話
で
祭
ら
れ

る
対
象
の
神
は
、
表
題
に
あ
る
通
り
「
漢
神
」
で
あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
の

再
生
説
話
に
は
、
仏
教
の
他
に
も
様
々
な
信
仰
や
風
習
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
が(

10)

、
漢
神
を
祭
る
た
め
に
牛
を
殺
す
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら

既
に
否
定
的
な
考
え
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
り
、
延
暦
十
（
七
九
一
）
年
に
、

神
を
祭
る
た
め
に
牛
を
殺
す
こ
と
が
、
伊
勢
な
ど
複
数
の
国
々
で
禁
じ
ら
れ

た
事
実
と
も
符
合
す
る(

11)

。 

 

次
に
、
牛
頭
人
身
の
者
が
「
訴
訟
」
を
行
う
場
面
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

見
る
こ
と
と
す
る
。 

 

王
問
ひ
て
言
は
く
「
斯
れ
は
是
れ
汝
を
殺
せ
し
讎
か
」
と
の
た
ま
ふ
。

答
へ
て
曰
さ
く
「
当
に
是
れ
な
り
」
と
ま
う
す
。
す
な
は
ち
膾
机
と
少

刀
と
を
持
ち
出
で
て
白
さ
く
「
急
に
判
許
り
て
、
我
が
賊
に
殺
を
加
へ

よ
。
膾
し
て
噉
は
む
」
と
ま
う
す
。 

 

冥
界
の
主
事
者
た
る
閻
羅
王
が
牛
頭
人
身
の
者
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
を

殺
害
し
た
相
手
の
本
人
確
認
を
行
う
場
面
で
あ
る
。
動
物
が
冥
界
で
訴
え
を

起
こ
す
話
は
、
中
国
の
再
生
説
話
で
も
②
「
霍
有
鄰
」
に
見
ら
れ
た
通
り
で

あ
る
。
た
だ
し
、「
霍
有
鄰
」
の
話
に
は
、
原
告
に
当
た
る
羊
が
判
決
や
刑
の

執
行
を
急
か
す
記
述
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
方
、
右
の
引
用
部
分
で
は
牛
頭

人
身
の
者
が
速
や
か
な
判
決
と
刑
の
執
行
を
求
め
て
い
る
点
に
違
い
が
見
ら

れ
る
。
先
に
指
摘
し
た
、
牛
頭
人
身
の
者
に
よ
る
「
復
讐
」
の
意
識
が
、
こ

の
部
分
か
ら
も
間
接
的
に
窺
え
る
と
言
え
よ
う
。 

そ
し
て
、「
霍
有
鄰
」
の
話
で
は
、
原
告
に
当
た
る
羊
の
訴
え
と
、
被
告
に

当
た
る
霍
有
鄰
の
答
弁
に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
て
い
た
が
、『
日
本
霊
異

記
』
中
巻
第
五
縁
で
は
新
た
に
別
の
動
物
が
証
人
と
し
て
現
れ
る
こ
と
と
な

る
。 

 

時
に
千
万
余
人
勃
然
に
出
で
来
り
、
縛
れ
る
縄
を
解
き
て
曰
さ
く
「
此

の
人
の
咎
に
あ
ら
ず
。
祟
れ
る
鬼
神
を
祀
ら
む
が
為
に
殺
害
す
な
り
」

と
ま
う
す
。
爰
に
余
れ
を
中
に
居
き
て
、
七
の
非
人
と
千
万
余
人
と
日

ご
と
に
訴
へ
諍
ふ
こ
と
水
と
火
と
の
如
し
。
閻
羅
王
判
断
り
て
、
是
非

を
定
め
た
ま
は
ず
。
…
閻
羅
王
す
な
は
ち
告
之
言
は
く
「
大
分
理
判
は

多
数
く
の
證
に
由
る
。
故
に
多
数
に
就
か
む
」
と
の
た
ま
ふ
。 
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突
然
現
れ
た
千
万
余
人
と
は
、
被
告
に
当
た
る
金
持
ち
の
男
が
生
前
、
七

頭
の
牛
を
殺
生
し
た
悔
悟
の
念
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
放
生
に
よ
り
、
救
わ

れ
た
様
々
な
生
き
物
を
指
す
。
こ
の
千
万
余
人
は
、
被
告
を
弁
護
す
る
立
場

で
発
言
を
し
て
お
り
、
中
国
の
再
生
説
話
と
し
て
④
「
裴
齢
」
に
見
ら
れ
た

驢
や
羊
豕
に
近
い
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
「
裴
齢
」
の

話
で
は
、
驢
が
市
場
の
役
人
と
い
う
真
犯
人
の
存
在
を
告
げ
る
こ
と
で
弁
護

に
成
功
し
て
い
る
一
方
、『
日
本
霊
異
記
』
で
は
結
局
、
原
告
の
牛
頭
人
身
の

者
が
七
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
被
告
弁
護
団
は
千
万
余
人
で
あ
る
と
い
う
、

人
数
の
多
寡
に
よ
っ
て
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
再
生
説
話
で
は
、

動
物
の
弁
護
内
容
に
あ
る
種
の
合
理
性
や
客
観
性
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
日

本
の
再
生
説
話
は
数
の
論
理
と
い
う
、
い
さ
さ
か
緻
密
さ
を
欠
く
判
断
材
料

に
基
づ
い
て
結
審
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
日
中
に
お
け
る
冥
界
説
話

そ
の
も
の
が
有
す
る
構
造
的
差
異
の
現
れ
で
あ
る
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う

(

12)

。 

 

２ 

「
報
恩
」
の
理
由 

 

こ
こ
ま
で
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
に
見
ら
れ
る
動
物
の
目
的
と
し

て
、「
復
讐
」
、「
訴
訟
」
、「
弁
護
」
の
三
種
類
を
見
て
き
た
が
、
最
後
に
「
報

恩
」
の
要
素
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

 

爰
に
吾
れ
問
ひ
て
曰
は
く
「
仁
者
は
誰
人
ぞ
」
と
い
ふ
。
答
へ
て
い
は

く
「
我
れ
等
是
れ
汝
の
買
ひ
て
放
ち
し
生
な
り
。
彼
の
恩
を
忘
れ
ず
。

故
に
今
報
ゆ
ら
く
の
み
」
と
い
ふ
。 

 

こ
れ
は
、
被
告
が
無
罪
を
獲
得
し
て
閻
羅
王
の
宮
殿
を
出
た
後
に
、
被
告

で
あ
る
金
持
ち
の
男
に
対
し
て
、
千
万
余
人
が
自
ら
の
身
分
を
明
か
し
、
放

生
を
受
け
た
恩
に
報
い
る
た
め
に
現
れ
た
、
と
告
げ
る
場
面
で
あ
る
。
放
生

さ
れ
た
生
き
物
は
、
こ
こ
で
千
万
余
人
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
々

動
物
で
あ
っ
た
と
目
さ
れ
る
生
前
の
生
き
物
が
、
冥
界
で
は
人
の
姿
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
再
生
説
話
に
お
い
て
、「
報
恩
」

を
目
的
に
動
物
が
出
現
す
る
他
の
二
例
を
確
認
す
る
と
、『
日
本
霊
異
記
』
中

巻
第
十
六
縁
で
は
、
十
匹
の
蠣
が
冥
界
で
十
人
の
優
婆
塞
と
な
っ
て
現
れ
て

お
り
、
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
七
第
二
十
六
語
で
は
、
大
亀
が
冥
界
で

地
蔵
菩
薩
へ
と
姿
を
変
え
て
い
る
。
中
国
の
再
生
説
話
に
お
い
て
も
、「
報
恩
」

の
目
的
で
出
現
す
る
動
物
が
、
冥
界
で
は
人
間
に
姿
を
変
え
て
い
る
点
、
⑤

「
盧
頊
表
姨
」
に
よ
っ
て
既
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
盧
頊
表

姨
」
の
話
で
は
子
犬
が
麗
人
に
変
化
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
の
再
生
説
話

で
は
、
動
物
が
仏
教
的
要
素
を
備
え
た
優
婆
塞
や
地
蔵
菩
薩
と
な
っ
て
冥
界

に
現
れ
て
お
り
、
日
本
の
再
生
説
話
の
方
が
仏
教
的
救
済
者
と
し
て
の
性
格

を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
も
の
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

ま
た
、
本
稿
で
大
き
く
取
り
上
げ
て
い
る
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
、

及
び
上
記
二
例
の
日
本
の
再
生
説
話
に
は
、
人
間
が
生
前
に
放
生
を
行
っ
た

因
果
か
ら
、
冥
界
で
動
物
に
恩
を
返
さ
れ
る
、
と
い
う
共
通
の
構
造
も
見
て

取
れ
た
。
中
国
に
お
い
て
も
、
動
物
を
放
生
し
た
結
果
、
不
思
議
な
出
来
事
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が
発
生
す
る
と
い
う
説
話
は
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の(

13)

、
動
物
の
放
生
が
人

間
の
再
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
と
い
う
話
は
存
在
し
な
い
。
日
本
の
説
話
に

お
い
て
、
動
物
の
放
生
が
人
間
の
再
生
と
関
わ
り
を
持
つ
に
至
っ
た
理
由
を

検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
丸
山
顕
徳
氏
の
次
の
指
摘
を
参
照
し
た
い
（

14
）

。 

 

い
わ
ゆ
る
冥
界
遊
行
説
話
と
呼
ば
れ
る
話
型
で
あ
る
。
…
澤
田
瑞
穂
氏

は
、
中
国
六
朝
時
代
に
こ
れ
ら
の
話
型
が
広
ま
る
理
由
と
し
て
、
無
鬼

論
、
神
滅
論
に
対
抗
し
て
の
有
鬼
論
、
神
不
滅
論
を
主
張
す
る
論
拠
と

し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
、
僧
道
、
巫
祝
ら
が
地
獄
の
悲
惨
さ
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誦
経
・
写
経
・
造
像
な
ど
の
功
徳
を
説
き
、
勧

善
懲
悪
を
勧
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
と
を
述
べ
て
い
る
。
日
本
霊
異

記
の
場
合
は
、
話
の
末
尾
に
、
写
経
、
造
寺
、
造
仏
、
放
生
、
講
読
、

供
養
な
ど
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
唱
導
と
し
て
の
目
的

意
識
が
濃
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。 

 

引
用
文
中
の
「
冥
界
遊
行
説
話
」
と
は
、
人
間
が
死
や
或
い
は
夢
な
ど
、
何

ら
か
の
原
因
で
一
度
冥
界
を
訪
れ
、
そ
の
様
子
を
現
世
に
戻
っ
て
人
々
に
紹

介
す
る
話
型
を
指
し
、
再
生
説
話
も
広
い
意
味
で
冥
界
遊
行
説
話
の
一
類
型

と
見
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
丸
山
氏
の
説
を
受
け
て
改
め
て
「
報

恩
」
を
目
的
に
動
物
が
出
現
す
る
日
中
の
再
生
説
話
を
確
認
す
る
と
、
中
国

の
説
話
と
し
て
取
り
上
げ
た
⑤
「
盧
頊
表
姨
」
で
は
、
子
犬
に
愛
情
を
注
い

で
養
育
す
る
描
写
が
、
勧
善
懲
悪
に
関
す
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、「
盧
頊
表
姨
」
の
話
で
は
、
生
前
に
子
犬
で
あ
っ
た
麗
人
が
冥
界
で 

「
謂
夫
人
曰
、『
請
收
餘
骸
、
爲
瘞
埋
之
。
骸
在
履
信
坊
街
之
北
牆
、
委
糞
之

中
。
』
」
（
夫
人
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「
余
骸
を
収
め
、
為
に
之
を
瘞
埋
せ
ん
こ
と

を
請
ふ
。
骸
は
履
信
坊
街
の
北
牆
に
在
り
、
糞
の
中
に
委
て
ら
る
。
」
と
。
）

と
語
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
直
後
に
、「
夫
人
旣
蘇
、
驗
而
果
在
。
」（
夫
人
既

に
蘇
り
、
験
し
て
果
た
し
て
在
り
。
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
冥
界
で
麗
人
の
語

っ
た
事
柄
が
、
現
世
で
実
際
に
証
明
さ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
記
述
か
ら
は
、「
盧
頊
表
姨
」
で
記
さ
れ
て
い
る
冥
界
遊
行
の
く
だ
り
に
真

実
味
を
与
え
る
効
果
が
認
め
ら
れ
、
ひ
い
て
は
「
有
鬼
論
、
神
不
滅
論
を
主

張
す
る
論
拠
」
に
も
つ
な
が
り
得
る
要
素
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

翻
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
五
縁
を
は
じ
め
と
す
る
三
種
の
日
本
の

再
生
説
話
を
確
認
す
る
と
、
い
ず
れ
の
話
に
お
い
て
も
動
物
の
出
現
目
的
と

し
て
「
報
恩
」
の
要
素
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
理
由
が
放
生
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、

放
生
の
意
義
を
説
く
こ
れ
ら
の
説
話
は
ま
さ
に
、「
唱
導
と
し
て
の
目
的
意
識

が
濃
か
っ
た
」
と
す
る
丸
山
氏
の
指
摘
に
合
致
す
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、
再
生
説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
の
様
相
が
、
日
本
と
中
国
の
も

の
で
随
所
に
違
い
を
見
せ
た
理
由
と
し
て
は
、
冥
界
遊
行
説
話
に
求
め
る
意

義
が
、
日
中
間
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
日
中
再
生
説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
に
つ
い
て
、
人
間
の
死
生
に
影
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響
を
及
ぼ
す
話
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
動
物
の
出
現
目
的

に
関
し
て
は
、
中
国
の
説
話
に
お
い
て
「
要
求
」
、
「
訴
訟
」
、
「
復
讐
」
、
「
弁

護
」
、「
報
恩
」
の
五
種
類
が
見
ら
れ
、
日
本
の
説
話
か
ら
は
、「
要
求
」
を
除

く
上
記
四
種
類
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
日
本
の
説
話
に
は
、
一
種
類
の
動

物
が
複
数
の
目
的
を
果
た
す
た
め
に
出
現
し
た
り
、
或
い
は
一
話
の
中
で
複

数
の
動
物
が
異
な
る
目
的
を
持
っ
て
出
現
し
た
り
、
さ
ら
に
は
「
報
恩
」
を

目
的
と
す
る
動
物
が
、
生
前
の
放
生
を
理
由
に
出
現
し
、
か
つ
冥
界
で
の
出

現
に
際
し
て
は
優
婆
塞
や
地
蔵
菩
薩
と
い
っ
た
仏
教
的
性
格
の
強
い
姿
に
転

じ
て
い
る
な
ど
、
中
国
の
説
話
に
存
在
し
な
い
特
徴
を
幾
つ
か
見
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
相
違
が
生
じ
た
過
程
に
は
、
冥
界
遊
行
説
話

に
対
す
る
日
中
で
の
認
識
の
違
い
が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
指
摘
す
る
に
至

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
中
再
生
説
話
に
見
ら
れ
る
動
物
は
、
人
間
の
死
生

に
対
し
て
様
々
な
形
で
関
与
し
て
い
る
実
体
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

日
中
の
再
生
説
話
全
体
に
目
を
や
る
と
、
動
物
以
外
に
も
人
間
の
死
生
に
影

響
を
及
ぼ
す
要
素
は
複
数
確
認
で
き
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
日
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。 

 <

注>
 

 

（
1
）
李
剑
国
『
唐
前
志
怪
小
说
史
』
第
二
章
「
战
国
志
怪
小
说
和
准
志
怪
小
说
」

二
、『
「
古
今
语
怪
之
祖
」《
山
海
经
》
』
一
〇
一
頁(

南
开
大
学
出
版
社
、
一
九

八
四
年)

に
、
「
一
是
它
记
录
了
许
多
查
无
实
据
的
动
植
、
赋
予
它
们
招
致
吉

凶
祸
福
的
神
秘
性
能
…
。
」
と
あ
る
。 

（
2
）
前
野
直
彬
編
『
中
国
文
学
史
』「
第
三
章 

魏
・
晋
・
南
北
朝
」
八
十
二
頁
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
に
、「
志
怪
書
に
伝
え
ら
れ
る
話
は
、
一
口

に
ふ
し
ぎ
な
話
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
…
動
物
の

た
た
り
・
動
物
の
報
恩
に
関
す
る
も
の
、
…
等
々
、
き
わ
め
て
多
彩
で
あ
る
。
」

と
あ
る
。 

（
3
）
瀧
音
能
之
「
浦
島
子
伝
承
の
変
容
」（
『
駒
沢
史
学
』
５
６
号
、
二
〇
〇
〇
年
）

一
～
三
頁
参
照
。 

（
4
）
テ
キ
ス
ト
は
、
『
太
平
広
記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
を
用
い
、
巻
三

百
七
十
五
「
再
生
一
」
～
巻
三
百
八
十
六
「
再
生
十
二
」
を
中
心
に
、
他
の

部
か
ら
も
適
宜
追
補
を
行
っ
た
。
六
朝
・
唐
の
古
小
説
に
つ
い
て
は
、『
拾
遺

記
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
、
『
博
物
志
校
証
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八

〇
年
）
、『
古
小
説
鉤
沈
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
一
年
）
、
『
新
輯
捜
神

記 

新
輯
捜
神
後
記
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
）
、
『
冥
報
記 

広
異
記
』

（
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
）
、『
独
異
志 

宣
室
志
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八

三
年
）
、『
玄
怪
録 

続
玄
怪
録
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
、
『
隋
唐
嘉
話 

朝
野
僉
載
』
（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
、
『
酉
陽
雑
俎
』
（
中
華
書
局
、
一

九
八
一
年
）
、
『
裴
鉶
伝
奇
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
、『
稽
神
録 

括
異
志
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
）
、
『
纂
異
記 

甘
沢
謡
』
（
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
、『
博
異
志 

集
異
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）

に
基
づ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
、『
今
昔
物
語
集
』
、『
宇

治
拾
遺
物
語
』
は
、
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
用
い
た
。 

（
5
）
移
動
手
段
と
し
て
動
物
が
登
場
す
る
話
は
、「
孫
迴
璞
」（
『
太
平
広
記
』
巻
三

七
七
、
出
『
冥
祥
記
』
）
に
、
「
卽
取
馬
乘
之
、
隨
二
人
行
。
」
と
あ
り
、
ま
た

人
間
と
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
な
い
動
物
の
話
と
し
て
は
、「
張
瑤
」（
『
太
平
広

記
』
巻
三
八
一
、
出
『
広
異
記
』
）
に
、
「
與
之
追
福
。
其
牛
亦
在
中
庭
、
角

戴
兩
布
。
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
再
生
し
た
人
間
に
対
し
て
自
ら
の
救
助
を
求
め
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る
動
物
の
話
と
し
て
は
「
崔
紹
」（
『
太
平
広
記
』
巻
三
八
五
、
出
『
玄
怪
録
』
）

に
、「
行
至
半
路
、
見
四
人
。
皆
人
身
而
魚
首
、
著
慘
綠
衫
。
…
泣
拜
諸
紹
曰
、

『
性
命
危
急
、
欲
墮
此
坑
。
非
公
不
能
相
活
。
』
」
と
あ
る
。 

（
6
）
前
野
直
彬
『
中
国
小
説
史
考
』Ⅱ

「
六
朝
・
唐
・
宋
の
小
説
」
第
二
章
「
冥

界
遊
行
」
百
三
十
頁
（
秋
山
書
店
、
一
九
七
五
年
）
。 

 

（
7
）
『
冥
報
記
』
に
も
同
じ
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
8
）
出
雲
路
修
校
注
『
日
本
霊
異
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

六
十
七
頁
脚
注

八
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
。 

（
9
）
注
（
8
）
前
掲
書
六
十
六
頁
脚
注
二
十
八
に
、「
伊
勢
、
尾
張
、
近
江
、
美
濃
、

若
狭
、
越
前
、
紀
伊
等
の
国
の
百
姓
が
牛
を
殺
し
て
漢
神
を
祭
る
こ
と
が
、

延
暦
十
年
（
七
九
一
）
九
月
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
続
紀
、
類
聚
三
代
格
・

十
九
）
。
本
説
話
に
み
え
る
「
漢
神
」
と
同
一
の
神
で
あ
ろ
う
。
下
文
に
は
「
鬼

神
」
と
み
え
る
。
」
と
あ
り
、
当
時
牛
を
殺
し
て
漢
神
を
祭
る
こ
と
が
民
衆
の

間
に
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
中
国
で
は
、『
礼
記
』

「
王
制
」
に
「
祭
天
地
之
牛
、
角
繭
栗
。
宗
廟
之
牛
、
角
握
。
賓
客
之
牛
、

角
尺
。
」
と
あ
り
、
そ
の
歴
史
は
更
に
古
い
。 

（
10
）
小
林
真
由
美
『
日
本
霊
異
記
の
仏
教
思
想
』
第
一
部 

第
六
章
「
中
有
と
冥

界
」
百
二
十
五
頁
（
青
簡
舎
、
二
〇
一
四
年
）
に
、
「
『
日
本
霊
異
記
』
蘇
生

説
話
に
は
、
仏
教
、
道
教
、
日
本
古
来
の
冥
界
伝
承
な
ど
が
何
層
に
も
習
合

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
布
教
僧
な
ど
の
説
話
伝
承
者
ら
の
、
仏
教
以
外
の
従

来
の
信
仰
や
伝
承
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
方
便
と
し
て
吸
収
・
融
合
し

よ
う
と
す
る
意
識
が
育
て
た
冥
界
観
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。 

（
11
）
牛
を
殺
し
漢
神
を
祭
る
風
習
が
禁
止
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『
福
井
県
史
』

通
史
編
１
原
始
・
古
代 

第
三
章
「
コ
シ
・
ワ
カ
サ
と
日
本
海
文
化
」
第
三

節

「

若

越

の

神

々

と

ケ

ヒ

神

」

二

、

渡

来

の

神

々

（https://w
w

w
.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T1/2a3-

02-03-02-01.htm

）
に
、
「
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
九
月
十
六
日
、
伊
勢
・
尾

張
・
近
江
・
紀
伊
と
並
ん
で
若
狭
・
越
前
に
対
し
、
百
姓
が
牛
を
殺
し
て
漢

神
を
祀
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
が
、

『
類
聚
三
代
格
』
同
日
の
太
政
官
符
「
応
禁
制
殺
牛
用
祭
漢
神
事
」
に
よ
れ

ば
、
も
し
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
故
殺
馬
牛
罪
を
科
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
…
い
ず
れ
に
せ
よ
牛
は
農
耕
用
と
し
て
貴
重
で
高
価
な
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
殺
し
て
ま
で
祀
る
神
と
い
う
の
は
、
農
民
の
間
に
き
わ
め
て
強
い
信

仰
を
集
め
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
信
仰
を
放
置
し
て
お

く
こ
と
は
、
農
業
政
策
上
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
律
令

国
家
は
そ
れ
を
禁
止
し
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
あ
る
。 

（
12
）
井
上
光
貞
『
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
』
中
編
第
二
章
「
説
話
集
か
ら
み
た

平
安
朝
の
民
間
仏
教
」
二
〇
一
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
に
、
「
し
か

し
進
ん
で
冥
報
記
と
霊
異
記
と
を
比
べ
る
と
、
閻
魔
王
が
宮
殿
に
住
み
、
役

人
を
多
く
従
え
、
鬼
卒
を
現
世
に
送
っ
て
死
者
を
連
行
し
て
裁
き
に
か
け
る

な
ど
の
点
は
同
じ
で
も
、
冥
報
記
の
裁
判
は
取
調
べ
が
厳
重
で
文
書
に
よ
る

手
続
も
繁
雑
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
霊
異
記
の
は
そ
こ
が
簡
単
で
、
よ
い
加

減
の
裁
き
を
う
け
て
許
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
指
摘

を
踏
ま
え
て
、
拙
稿
「
日
中
再
生
説
話
比
較
研
究
―
「
死
生
簿
」
と
再
生
と

の
関
連
性
を
中
心
と
し
て 

―
」（
『
現
代
社
会
文
化
研
究
』
６
９
号 

二
〇
一

九
年
）
で
も
、「
先
の
⑥
の
話
で
冥
界
の
主
事
者
が
裁
き
を
下
す
の
で
は
な
く
、

僧
が
「
死
生
簿
」
を
調
べ
て
再
生
を
即
断
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
種
厳
粛
さ

を
欠
く
手
続
き
と
も
い
え
よ
う
。
」
と
論
じ
た
。
い
ず
れ
も
日
本
再
生
説
話
中

の
裁
判
が
厳
粛
さ
を
欠
く
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第

五
縁
に
お
け
る
動
物
と
の
論
争
や
、
閻
羅
王
に
よ
る
多
数
決
の
裁
判
も
や
は

り
、
厳
粛
さ
や
合
理
性
の
欠
如
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。 

（
13
）『
太
平
広
記
』
巻
百
十
八
「
報
応
十
七
異
類
」
に
お
い
て
、
動
物
を
放
生
す
る
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話
は
多
数
見
ら
れ
る
も
の
の
、
再
生
と
の
関
連
性
は
一
切
見
受
け
ら
れ
な
い
。 

（
14
）
丸
山
顕
徳
「
日
本
霊
異
記
に
お
け
る
冥
界
説
話
」
（
『
日
本
霊
異
記
の
世
界
』 

日
本
霊
異
記
研
究
会
編 

三
弥
井
書
店
、
一
九
八
二
年
）
百
十
一
頁
引
用
。   

主
指
導
教
員
（
鈴
木
恵
教
授
）
、
副
指
導
教
員
（
角
谷
聰
准
教
授
・
磯
貝
淳
一
准
教
授
） 
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